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聞こえの障がいには、難聴、ろう、中途失聴があります。聞こえにくい、聞こえないことで日々の 

生活でも多くの困りごとがあります。そこで、手などを使って表現する“手話”や書いて伝える“要 

約筆記”という情報保障の支援があります。 

困りごとが少しでも少なくなり、だれもが安心して生活できるまちになることを目指して、今回 

手話と要約筆記のボランティア入門講座を開催します。 

自分にあった活動を始めてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

          

講講座座ののごご案案内内 

☀昼の部 

 ５月１３日（火）～７月１５日（火） 
13:30～15:30 毎週火曜日 全 10 回 

場 所  西区地域福祉センター４階 

定 員  ２０名（定員になり次第締切） 

参加費  １０００円（資料代として） 

共 催  手話サークル麦 

     西区社会福祉協議会 

手 話 

要約筆記 

☾ 夜の部 

 ５月９日（金）～７月１１日（金） 
19:00～20:45 毎週金曜日 全 10 回 

場 所  西区地域福祉センター４階 

定 員  ２５名（定員になり次第締切） 

参加費  １０００円（資料代として） 

共 催  手話サークルクローバー 

     西区社会福祉協議会 

 

 ５月１２日（月）～６月９日（月）10:00～12:00 毎週月曜日全５回 

場 所  西区地域福祉センター４階 

定 員  20 名（定員になり次第締切） 

参加費  ３００円（資料代として） 

共 催  広島市要約筆記サークルおりづる 

広島市中途失聴・難聴者協会 

     西区社会福祉協議会 

 

要約筆記ってなあに？ 

 聞こえない人に文字を書いて情報を伝えるよ！ 

 講演会で話している人の内容が大きなスクリーンに

映し出されているのを見たことあるかな。 

これも要約筆記の活動のひとつだよ。 
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心配された天候もなんとか持ちこたえてくれ、私の担当は餅を丸める係。大先輩に丸め方を

教わりながら、隣では男性が「よいしょー！よいしょー！」の掛け声とともに、勇ましく杵を

振りおろして、体験の時間には小さな子どもから大人までたくさんの人が列を作り、餅つきの

体験をしました。つきたてのお餅の美味しいこと！みんなも「おいしい！」「おかわりー！」た

くさんの笑顔と笑い声！来年も！この楽しさを是非味わって欲しい…。そう感じた一日でした。 

(個人ボランティア) kanako.T 

 

 このようなボランティア活動や杵と臼でお餅を作るのは初めてなので、数多くの不安があり

ました。しかし、周りの人たちはとても親切で、杵の使い方やお餅の丸め方などを教えていた

だきました。いつしか不安だった気持ちも忘れて、馴染みやすい状況に楽しんでいる自分がい

ると気付きました。特に社協の人たちの手際がよく、一人ひとりが私が今何をすればいいのか

と迷うことなくスムーズに活動できました。そうしてみんなで協力しあって作ったお餅は美味

しかったです。                   (個人ボランティア) 沖宗 巧 

 

 

障害児者交流事業 

開催日：３月１日 (土) 

場所：おりづる作業所敷地内 

参加人数：１５０名 

活動中お邪魔しま～す！ 

今回は、わぃわぃサークルの活動にお邪魔しました。 

わぃわぃサークルは西区地域福祉センター4F で毎月第１水曜日１０：００～１２：００に子育

てオープンスペース『ピクニックひろば』を開いておられます。 

 子育て中のママたちが子どもを見守りながらおしゃべりしたり、子どもの成長への思いを共有

できるひろばにしたいと、子ども大好きボランティアさんが考えた『ピクニックひろば』です。 

 滑り台やボールプール等のおもちゃだけでなく、ペットボトルや牛乳パックを使った手作りお

もちゃも準備されていました。それに、ひろばの中で絵本の読み聞かせタイムもあるとか…。 

 この日(２月５日)は１２組の参加でしたが、継続して参加されている親子もいて、ボランティ

アさんの「あんよがしっかりしてきたね」「お話いっぱいできるようになったね」等の声掛けも

耳に入ってきました。 

 「子どもたちを見ているとこっちが元気をもらえる」と話されるボランティアさんのあったか

い笑顔に子どもたちへの幸せを願う思いがあふれているようでした。(寒い時期の取材のためか、

取材した私もあったかい気持ちになりました) 

ボランティアコーディネーター 原田 

区社協では毎年、障がい者団体、作業所、南観音

学区社協、南観音女性会、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟのご協力

により障がい児者の交流事業を行っています。 

今年も、もちつき交流会を開催し、初めて参加さ

れたボランティアさんからお声をいただきました。 

この度中途視覚障害者のつどい「カナリアの会」では点字教室を行うことにな

りました。 

点字を勉強したいお仲間を募集します。 

第１回目は 4 月 10 日(木)午前 10 時～12 時まで、その後は、原則第２木曜日

(月１回)に行います。 

ＣＤやカセットの管理など身近なことから、昔すきだった推理小説が読めるよ

うになりたい！人が乗っているエレベーターに乗って自分で行先ボタンを押し

て、カッコよくエレベーターを降りていく自分を夢見る点字教室を目指します。 

 

場所：広島市西区地域福祉センター  

住所：〒733-8535 広島市西区福島町２－２４－１ 

電話番号：082-294-0104 

お問い合わせ先：082-272-4790 森井 豊 

 

多数の参加をお待ちしております。 

宜しくお願いします。  

 

住宅火災が続いています!! 

広島市では、今年に入り火災による死者が増えています。２月末現在で既に９人が犠牲となっ

ており、そのうち７人が６５歳以上の高齢者です。 

 家庭から火事を出さないため、寝たばこはしない・させない、家の周りには燃えやすいものを

置かないなど、日頃から火災予防に取り組みましょう。 

また、火災を早期に発見し、大切な命を守るために、住宅用火災警報器の点検を行いましょう。 

～ピクニックひろばの準備してます～ 



 

ボランティア登録等について 
○ボランティアグループ連絡会の登録 

  登録期間は 1 年となっていますので、早めに登録申

請書の提出をお願いします。 

○ボランティアセンター利用者連絡会の登録 

  登録期間は 1 年となっていますので、早めに登録申

請書の提出をお願いします。 

○個人ボランティアの登録 

  現在、西区ボランティアセンターに登録されている

方に西ボラかわらばんを送っています。今後、西ボラ

かわらばんやボランティア情報の送付を希望されな

い方は、西区社会福祉協議会までご連絡ください。 

なお、住所変更等で送付できない方については、再

度ご連絡があるまで登録から外させていただきます。

ご了承いただきますようお願いします。 

 

 

「ふたば春風まつり」のお知らせ＆ボランティア募集 

ふたばは昨年 9 月、地域活動支援センターから就労継続支援 B 型事業所に事業移行して初めての

「春風まつり」を迎えます。地域の皆さまのご参加をこころよりお待ちしております。 

   日時   4 月 26 日(土)11:00～14:00 

   場所   就労継続支援Ｂ型事業所ふたば（都町３０－４：都町公園北側） 

   内容   焼き菓子・ジャム販売、遊休品・手作り品バザー、新鮮野菜の販売、模擬店 

        遊びのコーナー、喫茶コーナーなど 

ボランティアさんも募集しています！ 

    活動時間 9:30～15:00（ご都合のつく時間で可能） 

   活動内容 準備、片付け、ふたばメンバーのサポート、コーナーの手伝い 

        交通誘導、駐輪場整理など 

   募集人数 5 名程度 

   その他  昼食の用意あり 

        交通費は自己負担でお願いします。 

助成金のお知らせ 

みずほ教育財団第 31 回 

「老後を豊かにするﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動資金」 

 対象グループ 

地域において高齢者等のための活動を行っ

ているボランティアグループ 

 要件 

①メンバー数 10～50 人程度 

②結成以来の活動実績 2 年以上 

③本助成を過去 3 年以内に受けたことがない 

 助成対象となる活動 

①高齢者等の日常生活援助や生活環境改善

につながる活動 

②レクリエーションを通じて高齢者等の生

活を豊かにする活動 

③高齢者と他世代との交流を図る活動 

 助成対象経費 

   継続的に使用される用具、機器類の購入 

 助成金額 

   1 グループにつき 10 万円を上限 

この広報紙のすべての問合せ及び申込 

 広島市西区社会福祉協議会（原田）  

Tel294-0104／ Fax291-7096 

ボランティア活動保険の更新について 

 平成 25 年度も終わりに近づいてきました。現在加入

されているボランティア活動保険の補償期間が 3 月 31

日をもって終了します。 

 つきましては、3 月より 26 年度のボランティア活動

保険加入を受付ております。4 月 1 日以降の活動の対象

になりますので、更新の手続きをお願いします。 

 保険料は下記のとおり(昨年と変更なし)です。 

  Ａタイプ   300 円  Ｂタイプ   450 円 

  天災Ａタイプ 460 円  天災Ｂタイプ 690 円 
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